
資 料 １  

 
 
 
 
 

（１） 苦情処理等の報告について 

 

 

 

 

 

 

   

 

 

 
平成１８年１１月１７日 

       

苦 情 処 理 調 査 部 会 
 



（１７）苦情事案１９ （１７）苦情事案２０
申出人 Ａ Ａ

申出（受付）日 平成１８年３月２７日 平成１８年３月３０日
実施機関 県議会議長（県議会事務局総務課） 千葉県情報公開推進会議

苦情の内容

開示請求をH１７．１２にしたが、期間延長手続きもなく放置されH１
８．３．２４に不開示決定がされた。
また、内容が改ざんされた。

H１８．３．２４付情公推５３号の２による「苦情調査に係る回答書」の
意向確認内容の不備。

調査委員 井上委員 菅野委員、井上委員、伊藤委員
平成１８年５月１１日（実施機関からの書面受付）

平成１８年４月１８日（処理方針の検討） 平成１８年４月１８日（処理方針の検討）
平成１８年７月１９日（処理方針の検討）

処理結果通知 平成１８年７月２８日 平成１８年５月１０日（５月１６日推進会議で報告済）

処理結果

調査を行ったところ「請求から３０日以内に開示決定等を行わな
かった。また、開示決定等の期間の延長に関しては、期間延長の
正当な理由が成り立たないことから、延長通知書を出さずに決定通
知書を送付した。」との説明があり、当該事実関係を確認した。
上記事実は、千葉県議会情報公開条例第１３条に定める基本的な
事務手続きに反するものであり、当推進会議としては、このような事
務処理は改善すべきものと考え、千葉県議会議長に対し是正を求
めた。

当該苦情は情報公開推進会議に対する苦情であり、実施機関の
情報公開に係る事務の苦情ではない。したがって、当推進会議が
担任する苦情としては適切でない。

（H1８）苦情事案１ （H1８)苦情事案２ （H1８)苦情事案３
申出人 Ａ Ａ Ａ

申出（受付）日 平成１８年５月１０日 平成１８年５月１０日 平成１８年５月１１日
実施機関 知事（健康福祉部保険指導課） 監査委員（事務局調整課） 知事（総務部政策法務課）

苦情の内容

千葉県情報公開条例７条２項の補正要求の濫用。 担当課職員に情報公開個人情報センター窓口で確認して（千葉県
個人情報保護条例に基づく自己情報の）開示請求をしたが、情報
公開条例の様式でない申請書で請求したため、二回請求させられ
た。

行政文書の件名の表記があいまい（文書の発行年月日・文書番号
の未記載）
同じ件名の文書名で発行年月日が違う場合がありうるのに、発行年
月日と文書番号を故意に未記載し、行政文書の件名をあいまいに
表記させようとしている。

調査委員 菅野委員 菅野委員 菅野委員
平成１８年７月１１日（実施機関からの書面受付） 平成１８年６月２０日（実施機関からの書面受付） 平成１８年６月２０日（実施機関からの書面受付）

平成１８年７月１９日（処理方針の検討） 平成１８年７月１９日（処理方針の検討） 平成１８年７月１９日（処理方針の検討）

処理結果通知 平成１８年７月２８日 平成１８年７月２８日 平成１８年７月２８日

処理結果

調査を行ったところ、「開示請求書には、窓口が請求内容を確認す
るために申出人から聴き取りを行ったメモが添付されていた。この
内容が開示請求書の記載内容と異なるものであったので、補正通
知を行った」との説明があった。
請求内容と窓口での聴き取りの結果が異なることから補正通知を
行ったものであり、実施機関の事務処理に不適正な点は認められ
なかった。

本件苦情は、情報公開条例による開示請求書により請求すべきも
のを、個人情報保護条例による自己情報開示請求により請求させ
られたとする苦情だと思われる。
調査を行ったところ、実施機関は、申出人が苦情申出の対象となっ
た自己情報開示請求書を提出する際に、自己情報開示請求によ
るべきではないとの説明を行ったとのことであり、実施機関の対応
に、不適切と認められる事実は確認できなかった。

調査を行ったところ、申出に係る開示請求に関する行政文書は、決
定通知書の行政文書の件名欄の表記で特定されており、この表記
により他の行政文書と混同することはなく、特定された行政文書の
件名は正確に記載されているものと認められた。
よって、実施機関の事務処理に不適正な点は認められなかった。

（H1８)苦情事案４ （H1８)苦情事案５ （H１８）苦情事案６

苦　情　調　査　処　理　状　況　一　覧

調査の状況

苦情処理部会
審議状況

調査の状況

苦情処理調査
部会審議状況
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苦　情　調　査　処　理　状　況　一　覧
申出人 Ａ Ａ Ａ

申出（受付）日 平成１８年５月１１日 平成１８年５月１１日 平成１８年５月１２日
実施機関 知事（健康福祉部保険指導課） 知事（政策法務課） 知事（政策法務課）

苦情の内容

行政文書の件名を内容で記載。
過去の苦情申出の、件名でなく、内容記載の再発。
３３６事業者の運営規程の列記をせず、内容で記載。

開示請求書を担当課へ送付させるのを遅延させた。（千葉県が国
庫補助金の不正受給に加担した事実を会計検査院の今年度検査
で表に出ないようにした）

行政文書開示決定通知書に行政不服審査法の不服申立ての教示
がなく、苦情の申出をしたら申し出に該当する苦情でないとの処理
結果が出た。
行政文書開示決定通知書に行政不服審査法の不服申立ての教示
をしない違法の是正。

調査委員 菅野委員 菅野委員 菅野委員
平成１８年７月１１日（実施機関からの書面受付） 平成１８年６月２０日（実施機関からの書面受付） 平成１８年６月２０日（実施機関からの書面受付）

平成１８年７月１９日（処理方針の検討） 平成１８年７月１９日（処理方針の検討） 平成１８年７月１９日（処理方針の検討）

処理結果通知 平成１８年７月２８日 平成１８年７月２８日 平成１８年７月２８日

処理結果

調査を行ったところ、「申出人が事業者名を特定しておらず、かつ、
事業所が多数あるため、個々の名称を列記する意味がなく、決定
通知書の件名のとおり表記した」との説明があった。
本件対象文書は、請求書に記載された要件を満たす事業者の運
営規程を抜き出したものである。３００を超える事業者の運営規程で
ある、これらの行政文書の件名を正確に表記する方法としては、現
実的には決定通知書の件名による他はなく、実施機関の事務処理
に不適正な点は認められなかった。

調査を行ったところ、申出に係る開示請求書は５月２日に受け付け
たものを、５月８日に担当課へ送付している。休日を除けば、受付
の翌日には担当課へ送付したものであり、事務は速やかに行われ
ているものと認められた。
よって、実施機関の事務処理に不適正な点は認められなかった。

調査を行ったところ、本件苦情の対象となった決定は、全部開示決
定であり、開示決定通知書は規則で定められた様式を使用したもの
で、異議申立て等に関する教示がないのは同様式によるものであ
る、との説明があった。
全部開示決定は基本的に不利益処分ではないため、異議申立て
に関する教示を付する必要がなく、規則により教示のない様式が定
められているものである。実施機関の決定はこの様式に従って行わ
れたものであり、その事務処理に不適正な点は認められなかった。

（１８）苦情事案７ （１８）苦情事案８ （１８）苦情事案９
申出人 Ａ Ａ Ａ

申出（受付）日 平成１８年５月１８日 平成１８年５月１９日 平成１８年５月２２日
実施機関 知事（健康福祉部保険指導課） 知事（政策法務課） 知事（健康福祉部保険指導課）

苦情の内容

異議申立てから１年近くたってから開示決定や諮問手続き
千葉県情報公開条例違反

自分が請求した行政文書の開示請求の決裁書類を自己情報の開
示請求でないと全部開示しないとして行政文書開示請求で裁量開
示による全部開示を拒否された
時々全部開示している担当課もある（裁量開示でなくミスによるも
の）。わざわざ部分開示にする手間を省略できるし、裁量開示で対
応できるように改善を求める

開示決定した行政文書は複数枚で構成されていたのに、文書番号
の記載されているＡ４サイズ１枚しか開示されなかった（Ｈ１８．４．２６
付保指１３２号）
今回も以前あったのと同じ情報隠し

調査委員 菅野委員 菅野委員 菅野委員
平成１８年７月２４日（実施機関からの書面受付） 平成１８年７月２１日（実施機関からの書面受付） 平成１８年７月２４日（実施機関からの書面受付）

平成１８年７月１９日（処理状況の報告） 平成１８年７月１９日（処理状況の報告） 平成１８年７月１９日（処理状況の報告）
平成１８年９月１９日（処理方針の検討） 平成１８年９月１９日（処理方針の検討） 平成１８年９月１９日（処理方針の検討）

処理結果通知 平成１８年１０月２日 平成１８年１０月２日 平成１８年１０月２日

処理結果

調査を行ったところ、「申出人が平成１７年７月１９日に行った異議
申立て(１６件)について、平成１８年５月１５日に情報公開審査会へ
諮問等を行った」との説明があった。申出人からの異議申立てが集
中しているため、類似事案の答申を得てから、諮問するかどうかの
判断をしたとの説明があった。
審査会への諮問等は異議申立て後速やかに行うべきものとされて
おり、約１０箇月後の諮問等は条例の運用として不適切なものと認
められる。よって実施機関に対し是正等に関する意見を通知した。

調査を行ったところ、「実施機関に対して、本件苦情に該当する開
示請求は行われておらず、決定の事実もない。」との説明があっ
た。このことから、本件苦情は、請求者自身の個人情報を裁量によ
り開示するよう、一般論として求める趣旨の苦情と思われる。
行政文書の開示・不開示の判断は事案によって異なるものであり、
その判断に関する苦情は、行政不服審査法による不服申立てをす
ることができるものに係る苦情である。よって、本件苦情を情報公開
推進会議が担任する苦情として処理することは適当でない。

調査の結果、本件苦情に係る開示実施の際、対象文書の片面のみ
を実施機関がコピーして申出人に交付したことは認められる。しか
し、このことは故意に行ったものではなく、後日、実施機関は訂正の
申出を行っていることから、この点について実施機関に不適正な事
務処理があったとまでは認められない。
なお、苦情申出書の「厚生労働省の交付決定通知を開示せず」と
記載する点については、開示決定における文書の特定に関する苦
情と認められ、当推進会議が担任する苦情としては適当でない。

（１８）苦情事案１０ （１８）苦情事案１１ （１８）苦情事案１２
申出人 Ａ Ａ Ｂ

調査の状況

苦情処理部会
審議状況

調査の状況

苦情処理部会
審議状況
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苦　情　調　査　処　理　状　況　一　覧
申出（受付）日 平成１８年５月２２日 平成１８年５月２９日 平成１８年７月２５日
実施機関 知事（健康福祉部保険指導課） 知事（健康福祉部保険指導課） 教育委員会（○○高等学校）

苦情の内容

平成１８年５月２日付と平成１８年５月８日付の行政文書を取得して
いるのに、開示請求日時点（同年４月）に取得していないから不存
在とし、開示しない理由が消滅する期日を未記入
いつもの情報隠しとイヤガラセが続いている

開示請求した行政文書を特定しながら、請求日時点で保有してい
ないとして、その後取得したとして隠ぺいし、開示請求させなかっ
た。
Ｈ１８．３．３１付開示請求文書がＨ１８．４．３（月）の保有文書であ
り、その存在を隠ぺいし、Ｈ１８．５．１９に別件名で開示請求させ
た。故意に別の文書を特定し、情報隠ぺい。

千葉県教育委員会委員長伊藤潔が、自ら定めた千葉県教育委員
会行政文書管理規則によって保存を義務付けた文書を廃棄した責
任を問う（再発防止）と共に、当該文書の復元を求める（千葉県立○
○高校で発生した違法行為の証拠物保存）。

調査委員 菅野委員 菅野委員 井上委員
平成１８年７月２４日（実施機関からの書面受付） 平成１８年７月２４日（実施機関からの書面受付） 平成１８年１０月１２日（実施機関からの書面受付）

平成１８年７月１９日（処理状況の報告） 平成１８年７月１９日（処理状況の報告） 平成１８年９月１９日（処理状況の報告）
平成１８年９月１９日（処理方針の検討） 平成１８年９月１９日（処理方針の検討） 平成１８年１０月２５日（処理方針の検討）

処理結果通知 平成１８年１０月２日 平成１８年１０月２日 平成１８年１１月８日

処理結果

調査を行ったところ、「不開示決定通知書等の期日欄は、開示しな
い理由が消滅する期日が明示できる場合に記入している。本件苦
情にかかる開示請求の『不正受給に関する書類』など取得しておら
ず、そもそも申出人の主張は当たらないものである。」との説明が
あった。
不開示決定通知書等の期日欄は、開示しない理由が消滅する期
日をあらかじめ明示できるときに記載するものである。本件苦情に
ついては、消滅する期日が明らかとは認められず、実施機関の事

調査を行ったところ、「起案日時点の文書まで特定するのは一般に
困難である。申出人からは、大量の開示請求があり、弾力的に対応
することは不可能だった。」との説明があった。
開示請求に係る文書の特定は、原則として請求日時点で行うもの
である。また、申出人から開示請求が繰り返されるため、起案時ま
でに作成・取得した文書を特定できる状況にないという実施機関の
説明もやむを得ないものと認められる。
よって、実施機関の事務処理に不適正な点は認めらなかった。

調査を行ったところ、「本件対象文書は別件の開示請求の対象文
書を特定するために一時的に作成したものであり、対象文書が特定
された後は保存の必要がない。よって、規則の『内容が軽微で保存
する必要がない行政文書』に該当し、廃棄した。」との説明があっ
た。
本件対象文書は、別件の開示請求の趣旨を担当の職員に周知さ
せるために作成され、請求書の原本は別に保存されていることか
ら、事務処理上一時的に作成された軽微な文書と認められる。実施

その他１ その他２ その他３
申出人 Ｂ Ｂ Ｂ

申出（受付）日 平成１８年６月６日 平成１８年６月２８日 平成１８年１０月２日
実施機関 教育委員会（○○高等学校） 教育委員会（○○高等学校） 教育委員会（○○高等学校）

苦情の内容

○○高校に対して開示請求があった。その請求に関して、次の理
由から職員が私に対して非難をしているという情報が（私に）寄せら
れた。
ア　その請求は私が手引きをして、外部の人間にやらせたものだ。
イ　仕事が増えた。みんなが私のおかげで迷惑している。
貴会議において、情報公開に名を借りて行われた私への権利侵害
を調査し、直ちに救済するよう要請する。

左の内容について
私は貴会議委員各位に連絡するので、至急事実調査を行い、か
つ、必要な措置を講じてほしい。

（H18）苦情１２について
放置されている。真面目に貴会議の職責を果たすよう重ねて要請
する。

調査委員

処理結果通知

処理結果

調査の状況

苦情処理部会
審議状況

苦情処理部会
審議状況

調査の状況
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（Ｈ１７）苦情１９ 

第４号様式（第９条第１項） 

処 理 結 果 通 知 書 

                                                       情公推  第 １５ 号 
                                                       平成１８年７月２８日 

 

○ ○ ○ ○  様 

 

                                            千葉県情報公開推進会議 
                                                  会長  多賀谷 一照 
 

 

  平成１８年３月２６日付けであなたから申出のあった苦情について、次のとおり処理 
したので通知します。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

処理結果 

 （Ｈ１７）苦情１９ 

１ 苦情の内容 

開示請求をH１７．１２にしたが、期間延長手続きもなく放置され、H１８．３
．２４に不開示決定がされた。 

  また、内容が改ざんされた。 

 

２ 調査の概要 

   平成１８年 ３月２７日 苦情申出書の受付け 
  平成１８年 ４月１８日 苦情処理調査部会審議 

  平成１８年 ４月２７日 千葉県議会議長への書面による調査実施 

  平成１８年 ５月１１日 千葉県議会議長から調査回答書受付け 

  平成１８年 ７月１９日 苦情処理調査部会審議 

 

３ 処理結果 

千葉県議会議長に調査を行ったところ、「本件開示請求の処理中に処理済と勘

違いし、簿冊に綴じてしまった。年度末の集計の際に未処理であったことが判明

し、その結果、請求から３０日以内に開示決定等を行わなかった。また、開示決

定等の期間の延長に関しては、期間延長の正当な理由が成り立たないことから、

延長通知書を出さずに決定通知書を送付した。その際には、延長通知書を送付し

ない理由を記載した文書を同封した。」との説明があり、当該事実関係を確認し

た。 
上記事実は、千葉県議会情報公開条例第１３条に定める情報公開事務における

基本的な事務手続きに反するものであり、当情報公開推進会議としては、このよ

うな事務処理は改善すべきものと考える。 
なお、「内容を改ざんされた」との苦情については、「公文書不開示決定通知

書別紙の一部に変換ミスによる誤字があるが、故意に内容を改ざんした事実はな

い。」との説明があった。当該事実関係を調査したところ、確かに誤記と思われ

る部分が数箇所確認されたが、「内容の改ざん」とまでは認められなかった。 
しかしながら、公文書の作成にあたっては、より慎重な配慮が求められるもの

であると考える。 
よって、千葉県議会議長に対し別添のとおり是正等に関する意見を通知した。

 
 

調査委員 
 

    苦情処理調査部会  井上隆行 

 



（Ｈ１７）苦情１９ 

情公推  第 １６ 号  
                         平成１８年７月２８日 
 
千葉県議会議長 笹生 定夫 様 

 
千葉県情報公開推進会議 

                        会長 多賀谷一照 
 
 

千葉県議会議長の情報公開に係る事務について（通知） 
 このことについて、平成１８年４月２７日付けで通知し、同年５月１１日に実

施した苦情調査にて改善の必要が認められたので、千葉県議会情報公開条例第２

８条の２第４項及び千葉県情報公開推進会議の議事及び運営に関する要領第８条

第３項の規定により、別紙のとおり是正等に関する意見を通知します。 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



（Ｈ１７）苦情１９ 

苦情処理結果 
 
１ 苦情の内容 

   開示請求を H１７．１２にしたが、期間延長手続きもなく放置され、    
H１８．３．２４に不開示決定がされた。 
  また、内容が改ざんされた。 

 

２ 調査結果の概要 

 （１）千葉県議会議長（県議会事務局総務課）に調査を行ったところ、「本

件開示請求の処理中に処理済と勘違いし、簿冊に綴じてしまった。年度

末の集計の際に未処理であったことが判明し、遅延してしまった。決定

期間延長の手続きについては、期間延長の正当な理由が成り立たないこ

とから、公文書不開示決定通知書に延長通知書を出さない理由を記載し

た文書を同封した。 
また、内容が改ざんされたとした、公文書不開示決定通知書の別紙に

ついては、誤字であり、故意に改ざんした事実はない。」との回答が   

あった。 
（２）千葉県議会議長に不適切な事務処理があったかどうかについて、申出

人が提出した書面等により調査員が内容を調査したところ、平成１７年  

１２月６日付けの公文書開示請求に対し、当該決定通知書が平成１８年

３月２４日付けであり、３ヶ月以上経過している事実を確認した。 
 （３）その他の事項については、情報公開制度の運用に関して不適切と認め

られる事実を確認することはできなかった。 

 （４）なお、千葉県議会議長は、開示決定等の遅延について、再発防止策と

して、公文書公開請求書の処理状況を確認できるように、「情報公開処

理台帳」を作成し、数名で処理漏れがないかを日々確認し管理している。 
 
３ 情報公開推進会議（苦情処理調査部会）の意見 
  調査の結果、開示請求があった日から３０日以内に開示決定等を行わなか

ったこと、及び開示決定等期間延長通知書を送付しなかった事実があったこ

とについては、情報公開事務に関する事務処理としては不適切なものであり、

当情報公開推進会議としては、このような事務処理は改善すべきものと考え

る。 

  千葉県議会議長においては、上記の再発防止策などにより、情報公開に係る

事務手続きの遵守、進捗状況の適正管理に努められたい。 
 



 （Ｈ１８）苦情１・４ 
 

 

第４号様式（第９条第１項） 
 

処 理 結 果 通 知 書 

 

                                                          情公推 第 １３ 号 
                                                          平成１８年７月２８日 
 

 

○ ○ ○ ○  様 

 

 

                                            千葉県情報公開推進会議 
                                                  会長  多賀谷 一照 
 

 

平成１８年５月２日及び５月１０日付けであなたから申出のあった苦情について、次の

とおり処理したので通知します。 
 

 

 

 

 

 

 

 

処理結果 

１ 苦情の内容 

（Ｈ１８）苦情１（平成１８年５月２日申出分） 

千葉県情報公開条例第７条第２項の補正要求の濫用。補正に名を貸りた不

法行為の隠蔽工作等が行われている。 

 

（Ｈ１８）苦情４（平成１８年５月１０日申出分） 

３３６事業者の運営規程の列記をせず、行政文書の件名を内容で記載し

た。 

過去の苦情申出の件名でなく請求書の内容記載の再発がされた。 

 

２ 調査の概要 

平成１８年５月１０日 苦情申出書の受付け（苦情１） 

平成１８年５月１１日 苦情申出書の受付け（苦情４） 

平成１８年６月 ６日 実施機関への書面による調査（苦情１・苦情４）

平成１８年７月１１日 実施機関から書面受付け（苦情１・苦情４） 

平成１８年７月１９日 苦情処理調査部会で審議（苦情１・苦情４） 

 

３ 処理結果 

（Ｈ１８）苦情１ 

実施機関（保険指導課）に調査を行ったところ、「保険指導課に回付された

開示請求書には、情報公開・個人情報センターが請求内容を確認するために申

出人から聴き取りを行った結果のメモが添付されていた。この聴き取りの内容

が開示請求書に記載された内容と異なるものであったので、補正通知を行った」

との説明があった。 
メモの内容は「Ｈ１５年度に保険指導課が監査委員に『市町村が通所介護事

業の会計を一般会計で処理できる』として報告した書類」を請求内容とすると

いうものであった。  
請求内容とセンターでの聴き取りの結果が異なることから補正通知を行った

ものであり、実施機関の事務処理に不適正な点は認められなかった。 

なお、申出人が主張する不法行為の隠蔽等の事実についても、実施機関の事

務処理に不適正な点を確認することはできなかった。 



 （Ｈ１８）苦情１・４ 
 

 

 

（Ｈ１８）苦情４ 

実施機関（保険指導課）に調査を行ったところ、「申出人が事業者名を特定

しておらず、かつ、事業所数が多数であるため、個々の名称を列記する意味が

なく、決定通知書の件名のとおり表記した」との説明があった。 

本件請求の対象となる行政文書は、実施機関が保有する通所介護事業者の運

営規程の中から、開示請求書に記載された要件を満たす事業者の運営規程を抜

き出したものである。３００を超える事業者の運営規程である、これらの行政

文書の件名を正確に表記する方法としては、現実的には決定通知書の件名によ

る他はなく、実施機関の事務処理に不適正な点は認められなかった。 

調査委員 苦情処理調査部会 調査委員 菅野 泰 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



（Ｈ１８）苦情２ 

 

処  理  結  果  通  知  書 

 

                                                              情公推 第 １４ 号 
                                              平成１８年７月２８日 

 

○ ○ ○ ○   様 
 

                                            千葉県情報公開推進会議 
                                                  会長  多賀谷 一照 

 

 

 

  平成１８年５月１０日付けであなたから申出のあった苦情について、次のとおり処理したので、 
通知します。 

処理結果 

（Ｈ１８）苦情２ 

１ 苦情の内容 

担当課職員に情報公開・個人情報センター窓口で確認して（千葉県個人情報保

護条例に基づく自己情報）開示請求したが、情報公開条例の様式でない申請書で

請求したため、２回請求させられた。 

 

２ 調査の概要 

平成１８年５月１０日   苦情申出書の受付け 

平成１８年６月 ７日   実施機関へ書面による調査実施 

平成１８年６月２０日   実施機関からの調査回答書受付け 

平成１８年７月１９日   苦情処理調査部会で審議 

 

３ 処理結果 

本件苦情処理結果は、以下のとおりである。 

(1) 本件苦情に係る経過 

ア 実施機関は、申出人から自己情報開示請求書の提出を受けて開示決定を行

い、４月１８日を開示実施日として通知し、開示を行った。 

イ 実施機関は開示を始めたが、閲覧の途中、申出人は持参していた自己情報

開示請求書を提出しようとした。担当者はその請求書の内容を確認し、本件

は自己情報開示請求によるべきではない旨を説明したが、申出人は提出する

と言い張ったため、担当者はそれ以上の話はしなかった。 

(2) 苦情の原因となった開示請求書について 

ア 上記のような経過をたどり、申出人は４月１８日付けで自己情報開示請求

書を提出した。これに対し、実施機関は個人情報には該当しないものである

と判断し、平成１８年５月８日付けで不開示決定を行い、監査第３７号及び

第３８号により申出人に通知した。 

イ 申出人は、５月１０日付けで、前記自己情報開示請求の内容と同趣旨の行



（Ｈ１８）苦情２ 

政文書開示請求書を情報公開・個人情報センターに提出した。これに対し、

実施機関は、請求の対象となる行政文書を保有していないため、平成１８年

６月９日付けで不開示と決定し、監査第８２号及び第８３号により申出人に

通知した。 

(3) 処理結果 

本件苦情は、情報公開条例による開示請求書により請求すべきものを、個人

情報保護条例による自己情報開示請求により請求させられたとする苦情だと思

われる。 

調査を行ったところ、実施機関は、申出人が苦情申出の対象となった自己情

報開示請求書を提出する際に、自己情報開示請求によるべきではないとの説明

を行ったとのことであり、実施機関の対応に、不適切と認められる事実は確認

できなかった。 

 



（Ｈ１８）苦情３・５・６ 

 
処 理 結 果 通 知 書 

情公推 第 １７ 号 
平成１８年７月２８日 

 
 

○ ○ ○ ○   様 
 
                        千葉県情報公開推進会議 
                          会長 多賀谷 一照 
 
 平成１８年５月１０日、５月１２日付けであなたから申出のあった苦情について、次の

とおり処理したので通知します。 
 処理結果 １ 苦情の内容 

（Ｈ１８）苦情３（平成１８年５月１０日申出分） 
行政文書の件名の表記があいまい。（文書の発行年月日・文書番号の未記載）

同じ件名の文書名で発行年月日が違う場合がありうるのに、発行年月日と文書

番号を故意に未記載し、行政文書の件名をあいまいに表記させようとしている。

 
（Ｈ１８）苦情５（平成１８年５月１０日申出分） 
開示請求書を担当課へ送付させるのを遅延させた。（千葉県が国庫補助金の不

正受給に加担した事実を会計検査院の今年度検査で表に出ないようにした） 
H１８．５．２付東庄町の国補助金の不正受給に関する請求書を、H１８．５．
８付保指１６３号の４行政文書不開示決定書を発行させるため保険指導課に

遅れて転送。 
 
（Ｈ１８）苦情６（平成１８年５月１２日申出分） 
行政文書開示決定通知書に行政不服審査法の不服申立ての教示がなく、苦情の

申出をしたら申出に該当する苦情でないとの処理結果がでた。 
行政文書開示決定通知書に行政不服審査法の不服申立ての教示をしない違法

の是正。 
 
２ 調査の概要 
  平成１８年 ５月１１日 苦情申出書の受付け（苦情３・５） 
  平成１８年 ５月１２日 苦情申出書の受付け（苦情６） 
  平成１８年 ６月 ６日 実施機関への書面による調査実施 

（苦情３・５・６） 



（Ｈ１８）苦情３・５・６ 

  平成１８年 ６月２０日 実施機関（政策法務課）から調査回答書受付け 
（苦情３・５・６） 

平成１８年 ７月１９日 苦情処理調査部会で審議（苦情３・５・６） 
 
３ 処理結果  
 （Ｈ１８）苦情３ 

調査を行ったところ、申出に係る開示請求に関する行政文書は、決定通知書

の行政文書の件名欄の表記で特定されており、この表記により他の行政文書と

混同することはなく、特定された行政文書の件名は正確に記載されているもの

と認められた。 
よって、実施機関の事務処理に不適正な点は認められなかった。 
 

（Ｈ１８）苦情５ 

調査を行ったところ、申出に係る開示請求書は５月２日に受け付けたもの

を、５月８日に担当課へ送付している。休日を除けば、受付の翌日には担当課

へ送付したものであり、事務は速やかに行われているものと認められた。 
よって、実施機関の事務処理に不適正な点は認められなかった。 
 
 （Ｈ１８）苦情６ 

 調査を行ったところ、本件苦情申出の対象となった決定は、全部開示決定で

あり、開示決定通知書は「知事が保有する行政文書の開示等に関する規則（平

成１３年千葉県規則第１１号）」第３条第２項で定められた様式（別記第２号

様式）を使用したもので、異議申立て等に関する教示がないのは同様式による

ものであって、実施機関の決定に違法はないとの説明があった。 
 実施機関の事務処理に不適正な点は認められなかった。   
  

 調査委員  苦情処理調査部会 菅野 泰  
 
 



（Ｈ１８）苦情７・９・１０・１１ 

 

第４号様式（第９条第１項） 

 

処 理 結 果 通 知 書                        

 

                                                      情公推  第 ２１ 号 
                                                         平成１８年１０月２日 

 

○ ○ ○ ○  様 

 

 

                                                  千葉県情報公開推進会議 
                                                         会長  多賀谷 一照 
 

 

  平成１８年５月１８日、同年５月２０日、同年５月２１日及び同年５月２８日付けであなたから申出のあ
った苦情について、次のとおり処理したので通知します。 

 

処理結果 

１ 苦情の内容 

（Ｈ１８）苦情７（平成１８年５月１８日申出分） 

異議申立てをしてから、１年近く経って開示決定や諮問手続きをした。 

千葉県情報公開条例違反であり、イヤガラセでもある。 

 

（Ｈ１８）苦情９（平成１８年５月２０日申出分） 

開示決定した行政文書は、複数枚で構成されていたのに１枚しか開示されなかったこと。

開示された文書は、交付金の交付決定の文書１枚だったが、交付決定するのは国であり、

県は国からの委任により鋸南町へ通知している。 

国から指定された様式を隠すため、開示された文書に記載のあった「平成１７年１０月

３１日厚生労働省発保険第１０３１０２８号」の交付決定通知を開示せず、情報提供でウヤ

ムヤにしようとした。 

 

（Ｈ１８）苦情１０（平成１８年５月２１日申出分） 

不開示決定通知書の「開示しない理由が消滅する期日」欄を記入していない。 

平成１８年５月２日及び同年５月８日付けの行政文書を取得しているのに、開示請求時点

（同年４月）に取得していないから不存在とし、開示しない理由が消滅する期日が未記入で

あり、対象となる行政文書の存在を隠した。 

 

（Ｈ１８）苦情１１（平成１８年５月２８日申出分） 

開示請求した行政文書を特定しながら、請求日時点で保有していないとして､その後取得し

たとして隠蔽し開示請求させなかったこと。 

平成１８年３月３１日の開示請求に対して同年４月３日時点で対象文書を保有しており、

その文書の存在を隠蔽した上、同年５月１９日に別件名で開示請求させた。故意に別の文書

を特定し、隠蔽した。  

 

２ 調査概要  

  平成１８年５月１８日  苦情の申出書の受付け（苦情７） 

平成１８年５月２２日  苦情の申出書の受付け（苦情９） 



（Ｈ１８）苦情７・９・１０・１１ 

 

平成１８年５月２２日  苦情の申出書の受付け（苦情１０） 

平成１８年５月２９日  苦情の申出書の受付け（苦情１１） 

平成１８年７月 ６日  実施機関への書面による調査（苦情７、９、１０、１１） 

平成１８年７月２４日  実施機関から調査回答書受付け（苦情７、９、１０、１１） 

平成１８年９月１９日  苦情処理調査部会で審議（苦情７、９、１０、１１） 

 

 

３ 処理結果 

（Ｈ１８）苦情７ 

調査を行ったところ、「申出人が平成１７年７月１９日に行った異議申立て(１６件)につ

いて、平成１８年５月１５日に情報公開審査会へ諮問等を行った」との説明があった。 

諮問等を平成１８年５月に行った理由は、「申出人は平成１７年度３４件の異議申立てを

行っており、本件苦情申出に係る異議申立てが行われた時点で、すでに８件の異議申立てを

行っている。諮問等までに期日を要したことについては、①申出人からの異議申立てに係る

事案が集中していること、②いずれの事案も鋸南町の介護保険の不正受給を前提とした請求

であること、③業務が著しく多忙なことから、先に異議申立てがなされていた類似の事案に

関する情報公開審査会の答申を得てから、諮問するかどうかの判断をしたものである。平成

１８年３月に答申を得たことから、同年５月に諮問等を行った。」との説明があった。 

情報公開審査会への諮問等は、情報公開条例第２０条により、不服申立てが不適法である

場合などを除き、異議申立て後速やかに行うべきものとされている。実施機関は異議申立て

があった日の約１０箇月後に諮問等を行っており、この対応は条例の運用として不適切なも

のと認められる。 
よって、実施機関に対し、別添のとおり是正等に関する意見を通知した。 

 

（Ｈ１８）苦情９ 

調査を行ったところ、「申出人が行った平成１８年３月３１日の開示請求に対する同年４

月２６日の保指第１３２号で開示決定した行政文書は、鋸南町に対する『交付決定通知書』

であり、この通知書は１枚（Ａ４両面）だった。この文書の閲覧時に、対象文書の片面のみ

コピーして申出人へ渡し、その後、裏面をコピーし忘れたことを確認したため、申出人に写

しの交付等を申し出たが、申出人から閲覧を拒まれた。」との説明があった。 

調査の結果、本件苦情に係る開示実施の際、対象文書の片面のみを実施機関がコピーして

申出人に交付したことは認められる。しかし、このことは故意に行ったものではなく、後日、

実施機関は訂正の申出を行っていることから、この点について実施機関に不適正な事務処理

があったとまでは認められない。 

なお、苦情の申出書に「Ｈ１７.１０．３１付厚生労働省発保第１０３１０２８号の交付決

定通知を開示せず」と記載されているが、この点については開示決定における文書の特定に

関する苦情と認められる。開示決定における文書の特定に関する苦情は、千葉県情報公開条

例第２７条の２第３項第２号（開示決定等について行政不服審査法による不服申立てをする

ことができるものに係る苦情）に該当する苦情であることから、当推進会議が担任する苦情

としては適当でない。 

 

（Ｈ１８）苦情１０ 

調査を行ったところ、申出人が行った平成１８年４月２６日の開示請求に対する同年５月

１９日に行った行政文書不開示決定通知書の『開示しない理由が消滅する期日』欄（以下『期

日欄』という。）の記入の有無についての苦情と思われる。 

実施機関からは「不開示決定通知書等の期日欄は、開示しない理由が消滅する期日が明示



（Ｈ１８）苦情７・９・１０・１１ 

 

できる場合に記入している。本件苦情にかかる開示請求の『不正受給に関する書類』など取

得しておらず、そもそも申出人の主張は当たらないものである。」との説明があった。  

不開示決定通知書等の期日欄は、開示しない理由が消滅する期日をあらかじめ明示できる

ときに記載するものである。本件苦情については、消滅する期日が明らかとは認められず、

実施機関の事務処理に不適正な点は認められなかった。 

  

（Ｈ１８）苦情１１ 

調査を行ったところ、「開示請求に係る文書の特定は、請求時点で保有している文書につ

いて行っており、開示・不開示の判断を行う期間が必要なことから、起案日時点の文書まで

特定するのは一般に困難である。さらに、申出人からは、平成１７年度は約１５０回、平成

１８年４月は１７回、５月は４４回の開示請求があり、弾力的に対応することは不可能だっ

た。」との説明があった。  

開示請求に係る文書の特定は、原則として請求日時点で行うものである。また、申出人か

ら開示請求が繰り返されるため、起案時までに作成・取得した文書を特定できる状況にない

という実施機関の説明もやむを得ないものと認められる。 

よって、実施機関の事務処理に不適正な点は認めらなかった。 

 

調査委員 苦情処理調査部会 調査委員 菅野 泰  

※ 苦情の番号は苦情処理の都合上、当推進会議で便宜的に付したものです。 



（Ｈ１８）苦情７・９・１０・１１ 

 

情公推  第 ２２ 号 

平成１８年１０月２日 

 

 

   千葉県知事 堂 本 暁 子  様 

 
                           千葉県情報公開推進会議 
                             会 長  多 賀 谷 一 照 
 
 

千葉県知事の情報公開に係る事務について（通知） 
   このことについて、平成１８年７月６日付けで通知し、同年７月２１日に実施した苦情調査に

おいて、改善の必要が認められたので、千葉県情報公開条例第２７条の２第４項及び千葉県情報

公開推進会議の議事及び運営に関する要領第８条第３項の規定により、別紙のとおり、是正等に

関する意見を通知します。 
 



（Ｈ１８）苦情７・９・１０・１１ 

 

 

苦情処理結果 

 

 

   １ 苦情の内容 

     苦情７（平成１８年５月１８日分） 

異議申立てをしてから、１年近く経って開示決定や諮問手続きをした。 

千葉県情報公開条例違反であり、イヤガラセでもある。 

 

   ２ 調査結果の概要 

調査を行ったところ、「申出人が平成１７年７月１９日に行った異議申立て(１６件)に

ついて、平成１８年５月１５日に情報公開審査会へ諮問等を行った」との説明があった。 

諮問等を平成１８年５月に行った理由は「申出人は平成１７年度３４件の異議申立てを

行っており、本件苦情申出に係る異議申立てが行われた時点で、すでに８件の異議申立て

を行っている。諮問等までに期日を要したことについては、①申出人からの異議申立てに

係る事案が集中していること、②いずれの事案も鋸南町の介護保険の不正受給を前提とし

た請求であること、③業務が著しく多忙なことから、先に異議申立てがなされていた類似

の事案に関する情報公開審査会の答申を得てから、諮問するかどうかの判断をしたもので

ある。平成１８年３月に答申を得たことから、同年５月に諮問等を行った。」との説明が

あった。 

 

   ３ 情報公開推進会議（苦情処理調査部会）の意見 

     情報公開審査会への諮問等は、情報公開条例第２０条により、不服申立てが不適法であ

る場合などを除き、異議申立て後速やかに行うべきものとされている。実施機関は異議申

立てがあった日の約１０箇月後に諮問等を行っており、この対応は条例の運用として不適

切なものである。当情報公開推進会議としては、このような事務処理は改善すべきものと

考える。 

     実施機関においては、異議申立て後適正な期間内に諮問が行われるよう図られたい。 

 

 

  ※ 苦情の番号は苦情処理の都合上、当推進会議で便宜的に付したものです。 

 



（Ｈ１８）苦情８ 

 
処 理 結 果 通 知 書 

情公推第 ２０  号 
平成１８年１０月２日 

 
 

○ ○ ○ ○  様 
 
                        千葉県情報公開推進会議 
                             会長 多賀谷 一照 
 
 平成１８年５月１９日付けであなたから申出のあった苦情について、次のとおり処理し

たので通知します。 
 
  処理結果 

１ 苦情の内容 
（Ｈ１８)苦情８（平成１８年５月１９日申出分） 
自分が請求した行政文書の開示請求の決裁書類を自己情報の開示請求でない

と全部開示しないとして行政文書開示請求で裁量開示による全部開示を拒否さ

れた。 
時々全部開示している担当課もある（裁量開示でなくミスによるもの）。わざ

わざ部分開示にする手間を省略できるし、裁量開示で対応できるように改善を求

める。 
 
２ 調査の概要 
平成１８年 ５月１９日 苦情申出書の受付け（苦情８） 
平成１８年  ７月 ６日  実施機関（政策法務課）への書面による調査実施   

平成１８年 ７月２１日 実施機関（政策法務課）から調査回答書受付け 
平成１８年 ９月１９日 苦情処理調査部会で審議 

 
３ 処理結果  
調査を行ったところ、「本件苦情は、申出人自身が行った行政文書開示請求に

対する実施機関の決定に係る決裁文書について、情報公開条例に基づく開示請

求をしたところ、条例第８条２号本文該当部分を不開示とする部分開示決定を

受けたことに対する苦情であると解釈されるが、実施機関に対して、本件苦情

に該当する開示請求は行われておらず、決定の事実もない。なお、総合窓口に

おいても、本件苦情に該当する行政文書開示請求及び決定について特定できな

かった。」との説明があった。 
そこで、苦情申出のあった前後１か月の間に、申出人から実施機関に対して行



（Ｈ１８）苦情８ 

われた行政文書開示請求及び決定について確認したところ、本件苦情に該当する

と思われる行政文書開示請求及び決定は見当らなかった。 
このことから、本件苦情は、請求者自身の個人情報が記録された行政文書の開

示請求を行った場合、裁量により同情報を開示するよう、一般論として求める趣

旨の苦情と思われる。 
行政文書の開示・不開示の判断は事案によって異なるものであり、その判断に

関する苦情は、行政不服審査法による不服申立てをすることができるものに係る

苦情である。よって、本件苦情を情報公開推進会議が担任する苦情として処理す

ることは適当でない。 
 

 調査委員  苦情処理調査部会 調査委員 菅野 泰  
※ 苦情の番号は苦情処理の都合上、当推進会議で便宜的に付したものです。 
 



（Ｈ１８）苦情１２ 

処 理 結 果 通 知 書 
情公推第 ２５  号 
平成１８年１１月８日 

 
 

○ ○ ○ ○  様 
 
                        千葉県情報公開推進会議 
                             会長 多賀谷 一照 
 
 平成１８年７月２５日付けであなたから申出のあった苦情について、次のとおり処理し

たので通知します。 
 
  処理結果 

１ 苦情の内容 
(Ｈ１８)苦情１２（平成１８年７月２５日申出分） 
千葉県教育委員会委員長が、自ら定めた千葉県教育委員会行政文書管理規則

（以下「規則」という。）によって保存を義務付けた文書を廃棄した責任を問う

と共に、当該文書の復元を求める。 
 
２ 調査の概要 
平成１８年 ７月２５日 苦情申出書の受付け（苦情１２） 
平成１８年  ９月 ７日  実施機関への書面による調査実施 
平成１８年  ９月１９日  苦情処理調査部会で報告  
平成１８年１０月１２日 実施機関から調査回答書受付け 
平成１８年１０月２５日 苦情処理調査部会で審議 

 
３ 処理結果  
調査を行ったところ、「本件対象文書は別件の開示請求の対象文書を特定する

ために一時的に作成したものであり、対象文書が特定された後は保存の必要が

ない。よって、規則第１３条第５項の『内容が軽微で保存する必要がない行政

文書』に該当するものとして、事務処理終了後に廃棄したものである。」との説

明があった。 
本件対象文書は、別件の開示請求の趣旨を担当の所属職員に周知させるため

に作成され、請求書の原本は別に保存されていることから、事務処理上一時的

に作成されたものと見るのが相当である。よって、本件対象文書は内容が軽微

な文書と認められ、当該事務処理の終了後、本件対象文書を廃棄した実施機関

の処理に不適正な点は認められなかった。 
 調査委員  苦情処理調査部会 調査委員 井上隆行  
※ 苦情の番号は苦情処理の都合上、当推進会議で便宜的に付したものです。 





























要請文（平成１８年６月６日付け、６月２８日付け）への対応に関する意見 

意見要旨 

 要請文の件については、苦情処理調査部会の意見のとおりと考える。 
情報公開推進会議としては要請人の意見を聞くこととし、議事録に残すことで良いと思う。

 校長が「請求者の個人情報に係わる情報を明らかにした」ことは、個人情報保護の観点か

ら問題があるのではないか。 
職員一般に請求内容を閲覧させることに問題はないか、幹部職員で請求に対処できたので

はないか。 
要請人は、情報公開推進会議の権能を誤解又は拡大解釈しており、この点は説明しておく

必要がある。 
 
 要請文の対応について別段の意見はない。苦情処理調査部会の対応は適切と認識している。

要請者は不満を情報公開推進会議に述べたまでの事だと思う。 
 
 本件は、情報公開制度の運営に関するものとは思われない。学校長と職員との問題であり、

これらは教育委員会、教育庁が適切な解決を担うもので、当委員会に属する問題ではないと

考える。 
 


